
徳
島
県
告
示
第
百
三
十
六
号

徳
島
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則
（
平
成
八
年
徳
島
県
規
則
第
二

十
二
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
い
て
一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
の
で
、
地
方
自
治
法

施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公

告
す
る
。
令
和
八
年
三
月
十
三
日

徳
島
県
知
事

後

藤

田

正

純

一

入
札
に
付
す
る
事
項

１

調
達
を
す
る
特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量

徳
島
県
盛
土
防
災
情
報
管
理
シ
ス
テ
ム
第
二
期
構
築
及
び
ク
ラ
ウ
ド
移
行
業
務

一
式

２

調
達
を
す
る
特
定
役
務
の
特
質
等

入
札
概
要
書
、
徳
島
県
盛
土
防
災
情
報
管
理
シ
ス
テ
ム
第
二
期
構
築
及
び
ク
ラ
ウ
ド
移
行
業
務
仕

様
書
（
以
下
「
仕
様
書
」
と
い
う
。
）
等
（
以
下
こ
れ
ら
を
「
入
札
概
要
書
等
」
と
い
う
。
）
に
よ

る
。

３

業
務
委
託
期
間

契
約
締
結
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

４

納
入
場
所

入
札
概
要
書
等
に
よ
る
。

二

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

こ
の
入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
（
以
下
「
入
札
参
加
資
格
」
と
い
う
。
）
は
、
１
か
ら
10

ま
で
に
掲
げ
る
事
項
の
全
て
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

１

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
の
規
定
に
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

２

物
品
の
購
入
等
の
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札
及
び
指
名
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
要
綱
（
昭
和

五
十
六
年
徳
島
県
告
示
第
二
十
六
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
に
よ
り
入
札
に
参
加
す

る
資
格
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
た
者
で
あ
る
こ
と
。

３

国
、
地
方
公
共
団
体
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
機
関
の
発
注
し
た
「
同
種
・
類
似
業
務
」
に
係
る
業

務
の
元
請
け
と
し
て
、
こ
の
入
札
公
告
の
公
告
日
ま
で
の
間
に
完
了
し
た
業
務
実
績
を
有
す
る
者
で

あ
る
こ
と
。

な
お
、
「
同
種
・
類
似
業
務
」
と
は
、
「
Ｇ
Ｉ
Ｓ
を
活
用
し
て
防
災
関
連
情
報
等
を
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
化
し
、
行
政
内
部
に
お
け
る
情
報
共
有
及
び
外
部
公
開
を
行
う
シ
ス
テ
ム
の
開
発
業
務
や
改
修
業

務
」
を
い
う
。

４

徳
島
県
物
品
購
入
等
に
係
る
指
名
停
止
等
措
置
要
綱
に
基
づ
く
指
名
停
止
等
の
措
置
の
対
象
と
な

っ
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

５

こ
の
入
札
に
係
る
入
札
概
要
書
等
の
交
付
を
受
け
た
者
で
あ
る
こ
と
。

６

会
社
更
生
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
四
号
）
に
基
づ
く
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
、
民
事

再
生
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
二
百
二
十
五
号
）
に
基
づ
く
再
生
手
続
開
始
の
申
立
て
又
は
破
産
法

（
平
成
十
六
年
法
律
第
七
十
五
号
）
に
基
づ
く
破
産
手
続
開
始
の
申
立
て
が
な
さ
れ
て
い
な
い
者
で

あ
る
こ
と
。

７

過
去
一
年
以
内
に
国
又
は
地
方
公
共
団
体
と
締
結
し
た
業
務
委
託
契
約
に
お
い
て
、
契
約
解
除
条

項
に
基
づ
く
契
約
解
除
を
さ
れ
た
こ
と
の
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。



８

暴
力
団
（
暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七

号
）
第
二
条
第
二
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
若
し
く
は
暴
力
団
員
（
同
条
第

六
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
又
は
暴
力
団

若
し
く
は
暴
力
団
員
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
な
い
こ
と
。

９

四
に
示
す
入
札
参
加
資
格
の
確
認
を
受
け
た
者
で
あ
る
こ
と
。

元
請
け
と
し
て
実
施
し
た
国
、
地
方
公
共
団
体
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
機
関
の
３
に
規
定
す
る
「

10
同
種
・
類
似
業
務
」
に
従
事
し
た
者
を
雇
用
し
て
お
り
、
従
事
技
術
者
と
し
て
配
置
で
き
る
こ
と
。

三

契
約
条
項
を
示
す
場
所
等

１

契
約
条
項
を
示
す
場
所
及
び
入
札
概
要
書
等
に
つ
い
て
の
問
合
せ
先

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

徳
島
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課
盛
土
防
災
・
事
前
復
興
担
当

電
話

○
八
八
―
六
二
一
―
二
五
六
六

フ
ァ
ク
シ
ミ
リ

○
八
八
―
六
二
一
―
二
八
六
九

電
子
メ
ー
ル

t
o
s
h
i
ke
i
k
a
k
uk
a
@
p
r
e
f.
t
o
k
u
sh
i
m
a
.
lg
.
j
p

２

入
札
概
要
書
等
の
交
付
期
間

令
和
八
年
三
月
十
三
日
（
金
曜
日
）
か
ら
同
年
四
月
十
四
日
（
火
曜
日
）
ま
で

３

入
札
概
要
書
等
の
交
付
方
法

入
札
概
要
書
等
交
付
申
込
書
及
び
機
密
保
持
誓
約
書
の
提
出
が
あ
っ
た
者
に
電
子
メ
ー
ル
等
に
て

交
付
す
る
。

四

入
札
に
参
加
す
る
者
に
求
め
ら
れ
る
事
項
等

１

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
入
札
参
加
資
格
を
有
す
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書
類
（
以
下
「

条
件
付
一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
」
と
い
う
。
）
を
、
県
の
指
定
す
る
様
式
に
よ
り
、

２
の
㈠
に
掲
げ
る
提
出
期
間
内
に
２
の
㈡
に
掲
げ
る
提
出
場
所
へ
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま

た
、
提
出
し
た
条
件
付
一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
に
関
し
県
か
ら
説
明
を
求
め
ら
れ
た

場
合
は
、
こ
れ
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

条
件
付
一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
の
審
査
の
結
果
、
入
札
参
加
資
格
を
有
す
る
と
判

断
し
た
者
に
限
り
入
札
に
参
加
で
き
る
も
の
と
す
る
。

２

条
件
付
一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
確
認
申
請
書
の
提
出
期
間
、
提
出
場
所
及
び
提
出
方
法

㈠

提
出
期
間

令
和
八
年
三
月
十
三
日
（
金
曜
日
）
か
ら
同
年
四
月
十
四
日
（
火
曜
日
）
ま
で
（
徳
島
県
の
休

日
を
定
め
る
条
例
（
平
成
元
年
徳
島
県
条
例
第
三
号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
県
の
休
日
を

除
く
。
）
の
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
（
正
午
か
ら
午
後
一
時
ま
で
を
除
く
。
）

㈡

提
出
場
所

郵
便
番
号

七
七
○
―
八
五
七
○

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

徳
島
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課
盛
土
防
災
・
事
前
復
興
担
当

電
子
メ
ー
ル

t
os
h
i
k
e
ik
a
k
u
k
a
@p
r
e
f
.
to
k
u
s
h
i
ma
.
l
g
.
jp

㈢

提
出
方
法

直
接
持
参
、
郵
送
（
郵
送
に
よ
る
場
合
は
、
書
留
郵
便
と
し
、
㈠
に
掲
げ
る
提
出
期
間
内
に
必

着
の
こ
と
。
）
又
は
電
子
メ
ー
ル
（
送
信
後
に
電
話
に
よ
り
着
信
を
確
認
す
る
こ
と
。
）
に
よ
る



も
の
と
す
る
。

㈣

入
札
参
加
資
格
の
確
認
の
結
果

入
札
参
加
資
格
の
確
認
の
結
果
は
、
令
和
八
年
四
月
二
十
日
（
月
曜
日
）
ま
で
に
電
子
メ
ー
ル

等
に
よ
り
通
知
す
る
。

五

入
札
手
続
等

１

入
札
及
び
開
札
の
日
時
及
び
場
所
並
び
に
入
札
書
の
提
出
方
法

㈠

日
時
令
和
八
年
四
月
二
十
三
日
（
木
曜
日
）
午
後
二
時

㈡

場
所
徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

徳
島
県
庁
万
代
庁
舎
八
階
八
〇
二
会
議
室

㈢

入
札
書
の
提
出
方
法

直
接
持
参
又
は
郵
送
（
郵
送
に
よ
る
場
合
は
、
書
留
郵
便
と
し
、
２
の
㈠
に
掲
げ
る
受
領
期
限

ま
で
に
必
着
の
こ
と
。
ま
た
、
封
筒
の
表
面
に
「
徳
島
県
盛
土
防
災
情
報
管
理
シ
ス
テ
ム
第
二
期

構
築
及
び
ク
ラ
ウ
ド
移
行
業
務
入
札
書
在
中
」
と
朱
書
す
る
こ
と
。
）

２

郵
送
に
よ
る
場
合
の
入
札
書
の
受
領
期
限
及
び
宛
先

㈠

受
領
期
限

令
和
八
年
四
月
二
十
二
日
（
水
曜
日
）
午
後
五
時

㈡

宛
先
郵
便
番
号

七
七
〇
―
八
五
七
〇

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

徳
島
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課
盛
土
防
災
・
事
前
復
興
担
当

３

入
札
の
方
法

入
札
金
額
は
、
仕
様
書
に
記
載
し
た
各
種
費
用
を
積
算
の
上
、
業
務
委
託
料
を
記
載
す
る
こ
と
。

代
金
の
見
積
り
に
当
た
っ
て
は
、
仕
様
書
に
記
載
し
た
条
件
を
満
た
す
た
め
に
要
す
る
経
費
一
切
を

含
め
た
金
額
を
見
積
も
る
も
の
と
す
る
。

な
お
、
落
札
者
の
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
十

に
相
当
す
る
額
を
加
算
し
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を

切
り
捨
て
た
金
額
）
を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
入
札
参
加
者
は
、
消
費
税
及
び
地
方
消
費

税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ
る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
希
望
金
額

の
百
十
分
の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

４

入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金

免
除

５

入
札
の
無
効

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
入
札
は
、
無
効
と
す
る
。

㈠

入
札
参
加
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札

㈡

指
定
し
た
日
時
ま
で
に
指
定
し
た
場
所
に
到
達
し
な
い
入
札
又
は
郵
便
入
札
の
場
合
で
あ
っ
て

封
筒
の
表
面
に
「
徳
島
県
盛
土
防
災
情
報
管
理
シ
ス
テ
ム
第
二
期
構
築
及
び
ク
ラ
ウ
ド
移
行
業
務

入
札
書
在
中
」
の
朱
書
が
な
く
、
入
札
書
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
な
か
っ
た
入
札

㈢

記
名
の
な
い
入
札



㈣

入
札
事
項
を
表
示
せ
ず
、
若
し
く
は
そ
の
記
載
事
項
が
不
明
確
で
あ
り
、
又
は
一
定
の
金
額
を

も
っ
て
価
格
を
表
示
し
な
い
入
札

㈤

同
一
事
項
に
対
し
て
し
た
二
通
以
上
の
入
札

㈥

他
人
の
代
理
人
を
兼
ね
、
又
は
二
人
以
上
の
代
理
を
し
た
者
の
入
札

㈦

代
理
人
が
入
札
す
る
場
合
に
委
任
状
を
提
出
し
な
い
で
し
た
入
札

㈧

そ
の
他
入
札
に
関
す
る
条
件
に
違
反
し
た
入
札

６

開
札
１
の
㈠
に
掲
げ
る
日
時
及
び
１
の
㈡
に
掲
げ
る
場
所
に
お
い
て
入
札
者
の
立
会
い
の
上
、
開
札
を

行
う
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
入
札
者
が
立
ち
会
わ
な
い
と
き
は
、
本
件
入
札
執
行
事
務
に
関
係
の

な
い
職
員
を
立
ち
会
わ
せ
て
行
う
。

７

落
札
者
の
決
定
方
法

有
効
な
入
札
書
を
提
出
し
た
者
で
あ
っ
て
、
入
札
金
額
が
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
あ
り
、

か
つ
、
そ
の
総
額
に
つ
い
て
最
低
の
価
格
を
提
示
し
た
も
の
を
落
札
者
と
す
る
。
落
札
と
な
る
べ
き

同
価
の
入
札
を
し
た
者
が
二
人
以
上
あ
る
と
き
は
、
直
ち
に
当
該
入
札
者
に
く
じ
を
引
か
せ
て
落
札

者
を
決
定
す
る
。

な
お
、
開
札
に
立
ち
会
わ
な
い
者
又
は
く
じ
を
引
か
な
い
者
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
に
代
わ
っ
て

本
件
入
札
執
行
事
務
に
関
係
の
な
い
職
員
に
く
じ
を
引
か
せ
、
落
札
者
を
決
定
す
る
。

８

契
約
書
作
成
の
要
否

要

９

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地

徳
島
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
、
通
貨
及
び
単
位

10

日
本
語
、
日
本
国
通
貨
、
日
本
の
標
準
時
及
び
計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
に
定
め

る
単
位
に
限
る
。

そ
の
他

11

詳
細
は
、
入
札
概
要
書
等
に
よ
る
。

六

S
um
m
a
r
y

１
N
a
t
ur
e
a
n
d
Q
u
a
n
ti
t
y
o
f
t
h
e
S
er
v
i
c
e
s
t
o
b
e
R
e
q
u
i
re
d

To
k
u
s
h
im
a
p
r
e
fe
c
t
u
r
e
e
m
b
a
nk
m
e
n
t
di
s
a
s
t
er
p
r
e
ve
n
t
i
o
n
i
n
f
o
r
ma
t
i
o
n
m
a
n
a
g
e
me
n
t

s
y
s
t
em
:
p
h
as
e
2
de
v
e
l
o
p
me
n
t
a
nd
c
l
o
ud
m
i
g
r
at
i
o
n
se
r
v
i
c
es
1
s
e
t

２
T
im
e
L
i
mi
t
o
f
Te
n
d
e
r

2
:
0
0
p.
m
.
o
n
A
p
r
i
l
2
3
,
2
02
6

３
F
o
r
f
u
r
t
he
r
i
n
f
or
m
a
t
i
on
,
p
l
ea
s
e
s
e
nd
a
l
l
e
n
q
u
i
ri
e
s
t
o
t
h
e
f
ol
l
o
w
i
n
g

a
d
d
r
e
s
s.

C
i
t
y
P
l
a
n
ni
n
g
D
i
vi
s
i
o
n
,P
r
e
f
e
ct
u
r
a
l
La
n
d
M
an
a
g
e
m
e
nt
D
e
p
ar
t
m
e
n
t,
T
o
k
u
s
hi
m
a

Pr
e
f
e
c
t
ur
a
l
G
ov
e
r
n
m
en
t
O
f
f
ic
e
.

1
-
1
Ba
n
d
a
i
-c
h
o
,
T
ok
u
s
h
i
ma
C
i
t
y
,
T
o
k
u
sh
i
m
a
Pr
e
f
e
c
t
ur
e
7
7
0-
8
5
7
0

P
ho
n
e
:
0
88
-
6
2
1
-2
5
6
6


